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余寒の候、貴社の皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。 

さて、今回は経営事項審査のＷ1評点のうちの CCUS と CPD について解説いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

審査対象年に𝐶𝑃𝐷認定団体によって

取得を認定された単位数
 ÷  

告示別表第 18 に掲げる

𝐶𝑃𝐷認定団体ごとに掲げる数値
 ×  30 ＝ 𝐶𝑃𝐷取得単位数 

 
 

氏名 資格 
認定された CPD 単位 
（CPD 認定団体） 

過去 3年以内の 
技能レベル向上 

技術者/技能者 

A さん 1 級施工管理技士 
30 単位 

（土木施工管理技士会連合会） 
― 

技術者 
（施工管理のみ） 

B さん 1 級施工管理技士 なし ― 
技術者 

（施工管理のみ） 

C さん 1 級施工管理技士 
6 単位 

（建設業振興基金） 
控除対象者 

（3年以上前にレベル 4評価） 
技術者 兼 技能者 

D さん 2 級施工管理技士補 
4 単位 

（土木学会） 
あり 技術者 兼 技能者 

E さん なし ― なし 技能者 

技術者…監理技術者・主任技術者の資格を有する者、一級技士補及び二級技士補の合計人数 

技能者…建設工事の施工に参加した者のうち、監理技術者や主任技術者など施工管理のみ行う者を除いた人数 

（例）X建設 

CPD とは資格を持つ技術者を対象とした継続教育制度です。認定団体に登録し CPD 単位の対象として認定された講

習会等を受講することで継続して能力向上を図っていることが単位として証明されます。 

経営事項審査では審査基準日以前の 1年間で取得した単位を以下の算式に当てはめて計算した後の数値を CPD 取得

単位数と呼びます。一人の技術者につき 30 単位まで記載することができます。 

＜告示別表第 18 に掲げる CPD 認定団体毎に掲げる数値＞ 

技術者に関する評価 技能者に関する評価 

ቆ
技術者数

技術者数＋技能者数
ቇ × ቆ

𝐶𝑃𝐷単位取得数

技術者数
ቇ + ቆ

技能者数

技術者数 + 技能者数
×

技能レベル向上者数

技能者数 − 控除対象者数
ቇ 

経営事項審査のその他の審査項目（社会性）のうち、Ｗ1評点は建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状

況についての評価項目です。そのうち知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況に係る評点は技術者の CPD 単

位取得数と技能者の CCUS 技能レベル向上者数を以下の算式に当てはめて 0～10 点で評価されます。 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名 計算式（小数点以下切り捨て） CPD 単位取得数（1人につき 30単位まで） 

A さん 30÷20×30＝45 30 

C さん 6÷12×30＝15 15 

D さん 4÷50×30＝2 2 

合計 ― 47 

(CPD 単位取得数/技術者数)の数値 

30 10 12 以上 15 未満 4 

27 以上 30 未満 9 9 以上 12 未満 3 

24 以上 27 未満 8 6 以上 9 未満 2 

21 以上 24 未満 7 3 以上 6 未満 1 

18 以上 21 未満 6 3 未満 0 

15 以上 18 未満 5   

技能レベル向上者数/(技能者数-控除対象者数)の数値 

15％以上 10 6％以上 7.5％未満 4 

13.5％以上 15％未満 9 4.5％以上 6％未満 3 

12％以上 13.5％未満 8 3％以上 4.5％未満 2 

10.5％以上 12％未満 7 1.5％以上 3％未満 1 

9％以上 10.5％未満 6 1.5％未満 0 

7.5％以上 9％未満 5   

知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況の評点 

10 10 4 以上 5 未満 4 

9 以上 10 未満 9 3 以上 4未満 3 

8 以上 9 未満 8 2 以上 3未満 2 

7 以上 8 未満 7 1 以上 2未満 1 

6 以上 7 未満 6 1 未満 0 

5 以上 6 未満 5   

技能レベル向上者数

技能者数ି控除対象者数
 の数値を 

百分率で表した数値を右の表に当てはめて 

対応する数値を確認 

ଵ

ଷିଵ
＝0.5 ⇒ 15％以上のため「10」となる 
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A さん C さん Dさんを CPD 単位取得数の計算式に当てはめると以下のようになります。 

技能レベルとは CCUS（建設キャリアアップシステム）の技能者カードのレベルを指します。 

CCUS とは技能者の保有資格や現場の就労履歴などを業界横断的に登録・蓄積して活用する 

仕組みで、技能者登録をするとまずレベル 1（白）のカードが交付されます。 

レベルは 1～4 に分かれており、各分野の能力評価実施団体にレベル判定を申請すること 

で経験・保有資格に応じたレベルのカードが交付されます。 

経営事項審査では審査基準日までの3年間でレベルが1以上上がった方の人数が技能レベル向上者数となります。

なお、審査基準日の 3 年前までにレベル 4 の評価を受けていた方は控除対象者となります。 

建設キャリアアップシステム 

下記の計算式で算出した数値を右の表に当てはめると 

൬
4

4 + 1
× 3൰ + ൬

3

4 + 1
× 10൰＝8.4 

⇒ 8以上 9未満のためＷ1評点は「8」となる 

 P 点に換算すると約 10点の加点となる 

①、②の数値を最初の算式に当てはめて計算します。この評点を P 点に換算すると 1～13 点の加点となります。 

最後までお読みいただきありがとうございました。 

当事務所では経営事項審査結果のシミュレーション、 

CCUS の登録代行、レベル判定申請も承っております。 

ご不明点等ございましたら 

お気軽にお問い合わせください。 

൬
஼௉஽単位取得数

技術者数
൰ の数値を左の表に当てはめて 

対応する数値を確認 

ቀ
ସ଻

ସ
ቁ＝11.75 ⇒9以上 12未満のため「3」となる 


